
苦情相談申し出人

利用者・家族等

受付窓口
苦情処理責任者・苦情対応委員

解決方法（話し合い）

苦情（相談）対応方法

苦情内容の確認・調査 解決案の調整 解決事項等の確認

相談
面接・電話・文書・FAX等による相談
※第三者委員への報告希望確認

苦情対応委員会

（苦情解決責任者・苦情受付担当者・第三者委員）

施設内で解決できない場合
法人本部理事長・理事会・弁護士

公的機関

県・市・区・福祉調整委員会
・国保連等


